
様式第二号の九(第八条の四の六関係)

      工場長　菊池　英司　

項目 項目

排 出 量 別 紙 の と お り ｔ 全 処 理 委 託 量 別 紙 の と お り ｔ

(日本工業規格　Ａ列４番)

　栃木県知事

ｔ

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

ｔｔ

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

ｔ ｔ

〔３１１〕自動車・同部品製造業

(第１面)

目標値 目標値

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　栃木県河内郡上三川町上蒲生2500　

　　　福田　富一　　　様

事 業 の 種 類

産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

日産自動車株式会社  栃木工場

令和4年 4月 １日～令和 5年 3月 31日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　日産自動車株式会社　栃木工場　　

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

栃木県河内郡上三川町上蒲生2,500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号0285-56-1246（生産技術部 設備・安全グループ）

　　              令和 5年　6月　29　日

  (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ

産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ －

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

－

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

－

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

※事務処理欄

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：　汚泥　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

1.370079 自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

0 0

2931.8

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

2,140

排　出　量
埋立処分して量

0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

0

行った量

00

④のうち熱回収を
0

項目 実積値

2,140

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

2,140

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

0

処理業者への

0

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

2,140

⑩のうち優良認定

0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：　廃酸・廃アルカリ　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

有価物

自ら直接 自ら中間処理した後

不要物発生量

再生利用した量 再生利用した量

0 0

排　出　量
自ら直接

埋立処分して量

184 0

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理 自ら中間処理した
0

した量 後の残さ量 海洋投入処分した量

0
行った量

項目 実積値 0 0 0

①排出量 184

0 処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0
④のうち熱回収を 自ら中間処理によ 直接及び自ら

行う業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
0

⑩全量処理委託量 184

り減量した量 中間処理した後の

⑤自ら熱回収を行った量 0 0

0

⑦自ら中間処理により
減量した量

0 184

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

0

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

処理業者への
処理委託量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処
理委託量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：　廃油　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

1,627

排　出　量
埋立処分して量

0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

0

行った量

00

④のうち熱回収を
0

項目 実積値

1,627

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

1,627

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

0

処理業者への

0

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

1,627

⑩のうち優良認定

0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：　廃プラ　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

1,038

⑩のうち優良認定

0

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理業者への

0

00

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

0

行った量

項目 実積値

1,038

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

1,038

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

④のうち熱回収を
0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

1,038

排　出　量
埋立処分して量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：　木屑　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

1,213

⑩のうち優良認定

0

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理業者への

0

00

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

0

行った量

項目 実積値

1,213

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

1,213

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

④のうち熱回収を
0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

1,213

排　出　量
埋立処分して量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：金属くず　　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

176

排　出　量
埋立処分して量

0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

0

行った量

00

④のうち熱回収を
0

項目 実積値

176

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

176

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

0

処理業者への

0

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

176

⑩のうち優良認定

0

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：ガラスくず　　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

23

⑩のうち優良認定

0

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理業者への

0

00

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

0

行った量

項目 実積値

23

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

23

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

④のうち熱回収を
0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

23

排　出　量
埋立処分して量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：鉱さい　　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

50870 自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

50,870

排　出　量
埋立処分して量

0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

0

行った量

00

④のうち熱回収を
0

項目 実積値

50,870

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

50,870

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

0

処理業者への

0

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

48,130

直接及び自ら

0

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

50,870

⑩のうち優良認定

48,130

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：ばいじん　　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

行う業者への処理委託量

中間処理した後の

150

⑩のうち優良認定

0

0

処理委託量

処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0

直接及び自ら

0

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

海洋投入処分した量

0

処理業者への

0

00

①排出量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0

⑫再生利用業者への処
理委託量
⑬熱回収認定業者への
処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

0

行った量

項目 実積値

150

⑩全量処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

150

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により
減量した量

④のうち熱回収を
0

自ら中間処理した

した量

0

後の残さ量

0

自ら中間処理

自ら直接

0

不要物発生量

有価物

再生利用した量

自ら直接

0

150

排　出　量
埋立処分して量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：がれき類　　　　　　　　　　　　　　　）
＊単位は全て　ｔｏｎ

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

単位は全て　ｔｏｎ

⑩のうち熱回収認定

業者以外の熱回収を

有価物

自ら直接 自ら中間処理した後

不要物発生量

再生利用した量 再生利用した量

0 0

排　出　量
自ら直接

埋立処分して量

17 0

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理 自ら中間処理した
0

した量 後の残さ量 海洋投入処分した量

0
行った量

項目 実積値 0 0 0

①排出量 17

0 処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

0
④のうち熱回収を 自ら中間処理によ 直接及び自ら

行う業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
0

⑩全量処理委託量 17

り減量した量 中間処理した後の

⑤自ら熱回収を行った量 0 0

0

⑦自ら中間処理により
減量した量

0 17

③＋⑨自ら埋立処分又
は海洋投入処分を行った

0

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

0

⑭熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

処理業者への
処理委託量

⑪優良認定処理業者へ
の処理委託量

0 0

⑫再生利用業者への処
理委託量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭



(第３面)

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 
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単位　t/年 廃棄物名 廃棄物量 用途 処理法

2,711 0.0 サーマル 焼却

1213.3 チップ 破砕 70.26 354.42

378.0 ＲＰＦ 破砕

0.0 サーマル 破砕

総発生量 ｔｏｎ/年 171.1 サーマル 破砕

0.3 サーマル 焼却

0.7 サーマル 焼却 不二ロジ

廃蛍光灯､ﾗﾝﾌﾟ 6.1 ｶﾞﾗｽ原料 破砕

床清掃砂 12.7 路盤材 溶融固化

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ・廃ｶﾞﾗｽ 16.8 路盤材 破砕溶融

廃ｳｴｽ 146.4 サーマル 焼却

汚泥 760.8 260.8 4.68

特管 断熱材・保温材 4.8 路盤材 溶融固化 特４

廃プラ（混合廃棄物） 267.3 金属回収 破砕 9.7 197.24

廃プラ（ハマタイト） 11.3 サーマル 焼却

廃車両 0.0 金属回収 破砕

1,124 ｴｱｰﾊﾞｯｸﾞ 1.1 金属回収 展開

廃タイヤ 61.6 ﾁｯﾌﾟ燃料 切断

ベルト・ホース 0.0 ﾁｯﾌﾟ燃料 切断

組立部品屑 0.0 金属回収 破砕

廃バッテリー 175.8 金属回収 破砕 50.713 2.95

塗料ｶｽ 115.0 セメント原料 脱水

汚泥（炭カル） 81.9 セメント原料 脱水

汚泥 112.4 セメント原料 脱水 48.5

特管 特管(廃塗料） 41.0 燃料 混合 特1,特2 0.0

廃酸 0.0 セメント原料 脱水

廃強ｱﾙｶﾘ（特管） 72.2 セメント原料 脱水 27.4 27.4

廃ｱﾙｶﾘ 184.1 184.1 109.8 74.3

158 水処理脱水汚泥 157.8 セメント 焼却

1,951 廃油 1626.9 燃料 油水分離

油泥 47.8 セメント原料 脱水

汚泥 233.0 セメント原料 脱水

砥石くず 0.0 路盤材 破砕

研磨粕 43.6 路盤材 破砕

リサイクル

40,997 廃鋳物砂 40933.6 鋳物砂 ばい焼

ショット砂 63.8 鋳物砂 ばい焼

51,037

脱硫スラグ 1217.8 セメント骨材 焼成

キュポラダスト汚泥 150.3 亜鉛回収 ばい焼

水さいスラグ 1834.2 路盤材 破砕

水さいスラグ 819.6 土壌改良材 有価売却

10,040 集塵ダスト（珪砂） 3873.4 セメント骨材 焼成

角ノロ 457.0 路盤材 破砕

溶解ノロ・ガラ 744.4 路盤材 破砕

耐火材,炉床砂 592.5 路盤材 破砕

珪砂 263.0 セメント骨材 焼成

アルミ耐火材 70.2 路盤材 破砕

鋳鉄耐火材 0.0 路盤材 破砕

がれき類 17.4 路盤材 破砕

蛍光探傷液 0.0 サーマル 油水分離

575 無機乾燥汚泥 575.4 セメント骨材 焼成

（株）デイ・シイ

特管

がれき類 0.0 セメント骨材 焼成

特管(PCB） 0.0 セメント骨材 焼成

木くず・廃パレット

廃ﾌﾟﾗ
57,556

日産自動車㈱栃木工場

廃 棄 物 処 理 フロー図 （２2年度）

全 域

塗装廃水
処理場

水質管理ｾﾝﾀｰ

水処理汚泥汚

車 両

車 軸

鋳 造

河川放流

総発生量＝①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



別紙２

＜産業廃棄物の処理に係わる管理体制に関する事項＞

　　　管理体制図

統括責任者 所属：栃木工場 職名　：　　　工場長

組織名：日本生産事業本部　生産技術部　設備・安全グループ          職名：課長

組織人数：３人

工場環境 　○廃棄物処理に関する検討

委員会 　　　廃棄物の発生抑制、再生、適正処理の推進、計画的な廃棄物の管理運営を

　　　行う上で必要な事項を検討承認する。

　　　・委員長－工場長　　　　・委員－各部部長

役 　　　・事務局－ISO14001ゼロエミ事務局　生産技術部　設備・安全グループ 

廃棄物処理 　○廃棄物処理方針の策定

割 統括責任者 　○工場の廃棄物管理規定の策定・改廃

　○廃棄物処理に関する各事項の決定、承認

廃棄物管理 　○廃棄物処理計画の作成

担当課長 　○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

　○処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

　○委託契約の締結

　○産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物管理票の交付・管理

　○監督官庁への各種報告

　○社員、関連会社に対する環境教育・啓発

　○その他関係する事項（各廃棄物削減活動の推進など）

廃棄物担当

廃棄物管理組織
（環境マネジメントシステム）




